【表１】

地域生活を支える他法制度等

1． 高齢者（要支援・要介護者）の場合（法令の記載の無いものは介護保険法に拠る）


（１）住まいの支援
　　　①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）　共同生活を営む住居で入浴・排せつ・食事等　　　　

の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行う（要介護者（急性を除く））
②介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）　介護予防を目的とした共同生活介護（要支援２（急性を除く））　等
（２）日常生活支援
　　　①訪問介護　入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談　

と助言その他必要な日常生活上の世話を行う（要介護者）

②夜間対応型訪問介護　夜間の定期的な巡回訪問又は通報により、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談と助言、健康状態の確認その他必要な日常生活上の世話と機能訓練を行う（要介護者）

③介護予防訪問介護　介護予防サービス計画で定める期間、入浴・排せつ・食事等の介護、単身世帯や同居家族等の障害・疾病等のため自ら行うことが困難な調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談と助言その他の日常生活上の支援を行う（要支援者）

その他、訪問入浴介護、訪問看護、介護予防訪問介護　等
（３）日中活動の支援
①通所介護　通所により、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談と助言、健康状態の確認その他必要な日常生活上の世話と機能訓練を行う（要介護者）

②介護予防通所介護　通所により、介護予防サービス計画で定める期間、通所により入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談と助言、健康状態の確認その他必要な日常生活上の支援　と機能訓練を行う（要支援者）

その他、小規模多機能型居宅介護（通所を中心に、随時訪問や泊まりを組み合わせて提供する）、認知症対応型通所介護　等

（４）権利擁護
①日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）　認知症高齢者に対し、福祉サービスの利用に関する相談・助言等の援助、日常的金銭管理を行う（社会福祉法）
②成年後見制度　認知症高齢者の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取引権が付与された成年後見人等が行う（民法等）　等
（５）夜間の支援・対応
　　　①緊急通報体制等整備事業等　急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急　　

通報システムを配備する等（各自治体の実施要綱に拠る）

②夜間対応型訪問介護（１．（２）②を参照）　等

（６）その他の相談等

①地域包括支援センターによる相談支援、権利擁護、ケアマネジメント、介護予防等

２．障害者の場合（法令の記載の無いものは障害者自立支援法に拠る）
（１）住まいの支援
①共同生活援助（グループホーム）　夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や 

日常生活上の援助を行う（知的障害者・精神障害者）
②共同生活介護（ケアホーム）　夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の　

介護等を行う（障害程度区分２以上、知的障害者・精神障害者）
③福祉ホーム事業　住居を必要としている人に、低額な料金で居住等を提供するとともに、日常　　　　

生活に必要な支援を行う　等



（２）日常生活支援
①居宅介護（ホームヘルプ）　自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う（障害程度区分１以上）

②行動援護　自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う（障害程度区分３以上他　知的障害者・精神障害者）　　

その他、コミュニケーション事業（手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行う）、移動支援事業（外出のための支援を行う）等

（３）日中活動の支援

①生活介護　常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する（障害程度区分３（５０歳以上は２）以上）

②自立訓練（機能訓練・生活訓練）　自立した日常生活又は社会生活ができるよう、　一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う（生活訓練は知的障害者・精神障害者、機能訓練は身体障害者）　

③地域活動支援センター　創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う　等
（４）就労支援
①就労継続支援（Ａ型＝雇用型、Ｂ型）　一般企業等での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う　　　

②就労移行支援　一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

その他、地域活動支援センター等　　　

（５）権利擁護・相談援助等
①相談支援事業　障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行う

②日常生活自立支援事業（社会福祉法）、成年後見制度（民法等）（１．高齢者の項参照、知的障害者・精神障害者）　等

（６）夜間の支援・対応

　　　①日常生活用具給付等事業等による緊急通報システム等の貸与　等

※介護保険対象者は、介護保険による介護給付が優先される

３．その他支援を要する者の場合（上記高齢者、障害者を含む）


（１）日常生活支援・日中活動の支援・相談等
　　①障害等を理解して支える近隣住民、スーパー・コンビニ等の店等、インフォーマルな社会資源
　　②社会福祉協議会の相談支援、権利擁護、地域活動等（ふれあい・いきいきサロン等）

③民生委員による相談援助等
④法テラス（日本司法支援センター）、消費生活センター等への相談
⑤アルコール依存症や薬物依存症等の自助グループへの参加や精神保健福祉センター・保健所、　　

医療機関等への相談（精神障害者保健福祉手帳を取得している場合は２．障害者の項参照）
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